
人口動態による圏域の人口推移分析 
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平成２６年１１月１７日 市民政策局政策課 

資料５ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
皆さんこんにちは。　企画課　石原と申します。どうぞ，よろしくお願いいたします。　今日は，「新しい高松のまちづくり」ということで，第５次高松市総合計画について御紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。 　さて，御承知のとおり，本市は，平成１７年度に周辺６町と合併をしまして，人口が３３万人から４２万人になり，面積も１９５平方キロメートルから３７５平方キロメートルと約２倍に大きくなりました。このような大きな状況の変化を踏まえ，新たなまちづくりを進めていく必要がありました。そこで，新しい高松市の基本的なまちづくりの指針として，平成２０年２月に「第５次高松市総合計画」を策定し，この計画に基づき，平成２０年４月から，新たなまちづくりを進めているところです。



圏域人口の推移 
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圏域人口の推移（グラフ） 

592,736 

各年4月1日現在人口 

（資料）香川県人口移動調査報告 

594,058 592,736 591,301 589,445 587,612 586,214 
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（参考）圏域の年齢別人口（平成２１年～25年） 

（資料）香川県人口移動調査報告（年報） 
 ※各年10月1日現在 年齢不詳を含まない 



人口動態による圏域の人口推移（全体） 
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  高松市 さぬき市 東かがわ市 土庄町 小豆島町 三木町 直島町 綾川町 

平成２１年 518 -546 -602 -239 -205 -153 -40 -140 

平成２２年 575 -591 -395 -243 -238 -149 -41 -231 

平成２３年 550 -685 -494 -270 -185 -119 -46 -197 

平成２４年 526 -525 -434 -250 -269 -163 -25 -264 

平成２５年 増 107 -554 -563 -275 -218 増 34 -36 -172 

（資料）香川県人口移動調査報告 
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人口動態による圏域の人口推移（自然動態）  

  高松市 さぬき市 東かがわ市 土庄町 小豆島町 三木町 直島町 綾川町 

平成２１年 166 -268 -300 -126 -167 -107 -34 -98 

平成２２年 19 -358 -288 -185 -162 -79 -25 -166 

平成２３年 -110 -343 -335 -161 -140 -108 -21 -209 

平成２４年 -146 -438 -280 -158 -198 -111 -11 -171 

平成２５年 -248 -371 -349 -183 -177 -132 -31 -166 

（資料）香川県人口移動調査報告 



人口動態による圏域の人口推移（社会動態）  
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年 高松市 さぬき市 東かがわ市 土庄町 小豆島町 三木町 直島町 綾川町 

平成２１年 352 -278 -302 -113 -38 -46 -6 -42 

平成２２年 556 -233 -107 -58 -76 -70 -16 -65 

平成２３年 660 -342 -159 -109 -45 -11 -25 12 

平成２４年 672 -87 -154 -92 -71 -52 -14 -93 

平成２５年 355 -183 -214 -92 -41 166 -5 -6 

（資料）香川県人口移動調査報告 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　今回の総合計画は，合併後，初めての総合計画です。　この第５次高松市総合計画は，「基本構想」と短期の実施計画の性格を持つ「まちづくり戦略計画」の２つから構成しておりまして，「基本構想」の部分が市議会の議決の対象になるものでございます。　本市では，観光振興計画や環境基本計画など，約５０の計画がありますが，これらを中期計画という言い方をしており，これらの計画は，総合計画の基本構想を具体化する分野別計画という位置づけをしております。　「基本構想」は，施策の大綱，言い換えますと，教育や福祉など，各分野で取り組む目標と，それを実現するための取組の方向性などを表したものであり，具体的に，どのような事業を行うのかということは，実施計画である「まちづくり戦略計画」で示すこととなります。　では，その基本構想とはどのようなものか，ということですが，基本構想は，地方自治法第２条第４項において，市町村は基本構想を策定することが義務付けられておりまして，地域社会についての現状認識や将来の見通しを基礎として，その地域発展の将来図を示すものであること，また，その将来図を達成するために必要な施策の大綱を定めるものであることとしております。　なお，あくまで構想でございますので，個別的な計画に相当するような内容まで言及することは適当でないとされ，大きな方向性を示すものとされております。　また，「まちづくり戦略計画」は，基本構想で定める施策を効果的に実施するために，主要な施策・事業等を，取りまとめる短期的な実施計画でございまして，毎年度の予算編成および事業実施の指針となるものです。各中期計画等に基づくものや新しいまちづくりのマスタープランとしての役割を果たす合併地区の建設計画・合併基本計画に基づく施策・事業等も含んでおります。



圏域市町別人口動態グラフ 
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圏域市町別人口動態（平成25年1月～12月） 
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（資料）香川県人口移動調査報告 
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社会動態による高松市の人口推移（グラフ） 

年 転入 転出 

１１年 18,434  18,639  

１２年 18,128  18,755  

１３年 18,239  18,563  

１４年 18,185  18,718  

１５年 17,543  17,705  

１６年 17,352  17,700  

１７年 15,991  16,670  

１８年 17,210  17,254  

１９年 16,261  16,763  

２０年 16,214  16,184  

２１年 15,723  15,371  

２２年 15,498  14,942  

２３年 15,033  14,373  

２４年 15,629  14,957  

２５年 15,272  14,917  １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 

社会動態 年別推移 

転入 転出 

景気回復期 
・拡大期 景気回復期 

・拡大期 



香川県統計調査課の資料によると・・・ 
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●平成24年7月の県勢動態指標 
  「本県人口の県外社会動態（転入・転出）を見る」では・・・  

①昭和56年から平成3年までの11年間 → 転出超過（年平均1,000人程度） 
 ※この間の景気動向は、昭和58年～60年頃、景気回復と、バブルの発生に 
 伴い、昭和62年～平成2年頃にかけて景気が拡大。 
 

②平成4年から11年までの8年間 → 転入超過（年平均490人程度） 
 ※この間の景気動向は、バブル崩壊の影響などにより、平成3年～5年頃と 
 平成9～10年頃に景気が後退。 
 

③平成12年から23年（現在）にかけて → 転出超過（年平均 1,100人程度） 
 ※平成13年頃と、リーマンショックの影響があった平成20～21年頃、景気 
 後退したが、それ以外の期間では景気が回復。 
 

●香川県の特徴 
  景気回復・拡大時には転出超過、景気後退時には転入超過となる傾向。 
  景気が県外社会動態に影響を及ぼしていると考えられる。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

県外社会動態移動率及び景気動向（DI）一致指数の累積（全国） 
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本県における県外社会動態の推移 

県勢動態資料（平成24年７月香川県統計調査課）より 
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四国４県の年齢別人口割合（平成22年国勢調査） 

香川県「まち・ひと・しごと創生本部」基本政策検討チームヒアリ
ング資料（H26.10.3）より 



圏域の将来推計人口と定住自立圏の必要性① 
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平成２５年１２月、国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の地域別将来推
計人口（平成２５（２０１３）年３月推計）」による。 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　時代の流れや，本市を取り巻く環境の変化など，総合計画を策定するに当たっての背景としてどのようなものがあるかということですが，　人口減少，少子・高齢社会の到来　　まず，人口減少，少子・高齢社会の問題でございます。日本は，戦争中の一時期を除いて，戦後，一貫して右肩上がりで人口は増加してまいりましたが，平成１７年，ついに，人口が減少に転じたところでございます。先に公表されました，国の「社会保障・人口問題研究所」の人口推計と同様の方法で本市の人口を推計しますと，本市の総人口は，今後，全国の傾向と同様に減少が続き，平成２７年には，４０万９，０００人，そして平成６２年には，２９万８，０００人と３０万人を切ると推計されています。また，年齢階層別に見ますと，平成６２年には，平成１７年に比べ，６５歳未満の人口が概ね半数となるのに対し，６５歳以上の人口は概ね１．５倍，高齢化率は約４２％になると推計され，少子高齢化が一層進行するものと予測されています。　　香川県の人口移動調査でも，２０１０年１月１日現在，香川県の人口は，前年より２９００人減って１００万２７人となり，本格的に１００万人を割り込む見通しとなったという記事を目にした方もいらっしゃると思います。 　地方分権の進展　　次に，地方分権の進展でございますが，地方分権という言葉自体は，皆様方もよくお聞きになられていると思います。最近では，「地域主権」と言われることが多いかと思います。　　人口減少，少子・高齢社会の到来により，これまで成長を支えてきた日本型の中央集権的な社会経済システムは限界に直面しており，国・地方自治体共に危機的財政状況を迎えています。　　また，民主党政権となり，総合計画策定当初に比べ，「地域主権」の確立が加速度を増しており，地方分権改革は時代が求める変革であり、自主・自立した地方分権の実現へ向けての構造転換が着実に進展する中、地方自治体は、自己決定、自己責任の理念に基づく分権時代にふさわしい、地域の実情に応じた自主的・自立的な行財政運営が求められています。　市町合併　　このような状況の中，先ほども申しましたように，本市においても，平成１７年度の近隣６町との合併により，市域は拡大し，人口も著しく増えるとともに，多種多様な地域資源を有することとなり，これらを生かしたまちづくりが求められているところでございます。本市では，６つの合併地域に地域審議会を設置し，年２回の定例会を始め，随時，臨時会を開催するなど，合併後の施策全般に関し，きめ細かに地域の声や考え方を反映しているところでもあります。  　市民ニーズの多様化，厳しい財政状況　　また，生活水準の向上，自由時間の増大，核家族化など社会環境の変化を背景に，人々の価値観やライフスタイルは，多様化しており，それに伴い，人々が求めるものも多様化してきております。さらに，国，地方ともに，依然として厳しい財政状況に置かれており，財政の硬直化が進んでいるところでございます。　　このような時代の潮流や本市を取り巻く社会環境に的確に対応し，これからも本市が，持続的に発展し，すべての市民が暮らすことに誇りの持てるまちとなるよう，新しいまちづくりと市政運営の基本方針として，第５次総合計画を策定したものです。



圏域の将来推計人口と定住自立圏の必要性② 
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（資料）平成２２（２０１０）年国勢調査報告（総務省） 
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成２５（２０１３）年
３月推計）」 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　時代の流れや，本市を取り巻く環境の変化など，総合計画を策定するに当たっての背景としてどのようなものがあるかということですが，　人口減少，少子・高齢社会の到来　　まず，人口減少，少子・高齢社会の問題でございます。日本は，戦争中の一時期を除いて，戦後，一貫して右肩上がりで人口は増加してまいりましたが，平成１７年，ついに，人口が減少に転じたところでございます。先に公表されました，国の「社会保障・人口問題研究所」の人口推計と同様の方法で本市の人口を推計しますと，本市の総人口は，今後，全国の傾向と同様に減少が続き，平成２７年には，４０万９，０００人，そして平成６２年には，２９万８，０００人と３０万人を切ると推計されています。また，年齢階層別に見ますと，平成６２年には，平成１７年に比べ，６５歳未満の人口が概ね半数となるのに対し，６５歳以上の人口は概ね１．５倍，高齢化率は約４２％になると推計され，少子高齢化が一層進行するものと予測されています。　　香川県の人口移動調査でも，２０１０年１月１日現在，香川県の人口は，前年より２９００人減って１００万２７人となり，本格的に１００万人を割り込む見通しとなったという記事を目にした方もいらっしゃると思います。 　地方分権の進展　　次に，地方分権の進展でございますが，地方分権という言葉自体は，皆様方もよくお聞きになられていると思います。最近では，「地域主権」と言われることが多いかと思います。　　人口減少，少子・高齢社会の到来により，これまで成長を支えてきた日本型の中央集権的な社会経済システムは限界に直面しており，国・地方自治体共に危機的財政状況を迎えています。　　また，民主党政権となり，総合計画策定当初に比べ，「地域主権」の確立が加速度を増しており，地方分権改革は時代が求める変革であり、自主・自立した地方分権の実現へ向けての構造転換が着実に進展する中、地方自治体は、自己決定、自己責任の理念に基づく分権時代にふさわしい、地域の実情に応じた自主的・自立的な行財政運営が求められています。　市町合併　　このような状況の中，先ほども申しましたように，本市においても，平成１７年度の近隣６町との合併により，市域は拡大し，人口も著しく増えるとともに，多種多様な地域資源を有することとなり，これらを生かしたまちづくりが求められているところでございます。本市では，６つの合併地域に地域審議会を設置し，年２回の定例会を始め，随時，臨時会を開催するなど，合併後の施策全般に関し，きめ細かに地域の声や考え方を反映しているところでもあります。  　市民ニーズの多様化，厳しい財政状況　　また，生活水準の向上，自由時間の増大，核家族化など社会環境の変化を背景に，人々の価値観やライフスタイルは，多様化しており，それに伴い，人々が求めるものも多様化してきております。さらに，国，地方ともに，依然として厳しい財政状況に置かれており，財政の硬直化が進んでいるところでございます。　　このような時代の潮流や本市を取り巻く社会環境に的確に対応し，これからも本市が，持続的に発展し，すべての市民が暮らすことに誇りの持てるまちとなるよう，新しいまちづくりと市政運営の基本方針として，第５次総合計画を策定したものです。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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